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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
一
号

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二

号
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
特

定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
係
る
有
機
溶
剤
等
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
係
る
有
機
溶
剤
等
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等

（
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
）

第
一
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

の
三
の
二
第
四
項
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
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う
。
）
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
第
十
号
の
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲

げ
る
有
機
溶
剤
（
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
二
十
一
条
第
七
号
の
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
特
化
則
第
二
条
第

一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
特
別
有
機
溶
剤
（
以
下
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
有
機
溶
剤
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
濃
度
の
測
定
の
う
ち
、
塗
装
作
業
等
有
機
溶
剤
の
発
散
源
の
場
所
が
一
定
し
な
い
作
業
が
行
わ
れ
る
単
位

作
業
場
所
（
作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
。
以
下
「
測
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
作
業
場
所
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

測
定
基
準
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
各
号
に
定
め
る
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
測
定
以
外
の
も
の

測
定
基
準
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
二
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
方
法



- 3 -

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
有
機
則
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
柱
書
に
規
定
す
る
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所

に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気
中
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
す
る
た

め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
機
器
の
装
着
は
、
同
号
の
作
業
の
う
ち
労
働
者
に
ば
く
露
さ
れ
る
有
機
溶
剤
の
量
が
ほ

ぼ
均
一
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
作
業
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
適
切
な
数
（
二
以
上
に
限
る
。
）
の
労
働
者
に
対
し
て
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
一
の
労
働
者
に
対
し
て
、
必
要
最
小
限
の
間
隔
を
お
い
た
二
以
上
の
作
業
日
に

お
い
て
試
料
採
取
機
器
を
装
着
す
る
方
法
に
よ
り
試
料
空
気
の
採
取
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

試
料
空
気
の
採
取
の
時
間
は
、
当
該
採
取
を
行
う
作
業
日
ご
と
に
、
労
働
者
が
第
一
号
の
作
業
に
従
事
す
る
全
時
間
と

す
る
こ
と
。

３

前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
測
定
は
、
測
定
基
準
別
表
第
二
（
特
別
有
機
溶
剤
に
あ
っ
て
は
、
測
定
基
準
別
表
第

一
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
試
料
採
取
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性



- 4 -

能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
分
析
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
分
析
方
法
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

有
機
則
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
（
第
六
項
に
お
い
て
単
に
「
呼
吸
用
保

護
具
」
と
い
う
。
）
は
、
要
求
防
護
係
数
を
上
回
る
指
定
防
護
係
数
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
要
求
防
護
係
数
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ

＝

Ｐ
Ｆ

ｒ

Ｃ
0

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｃ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｒＰＦ

0Ｃ

要
求
防
護
係
数

ｒＰＦＣ

有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値

作
業
環
境
評
価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
評

0Ｃ
価
基
準
」
と
い
う
。
）
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
管
理
濃
度

３

前
項
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
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各
号
に
定
め
る
値
と
す
る
。

一

Ｃ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
又
は
Ａ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
三

条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測

定
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

空
気
中
の
有
機
溶
剤
の
濃

度
の
第
一
評
価
値
（
評
価
基
準
第
二
条
第
一
項
（
評
価
基
準
第
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
第
一
評
価
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

Ｃ
測
定
及
び
Ｄ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
五

号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
又
は
Ａ
測
定
及
び

Ｂ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
規
定

に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

空
気
中
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
第
一
評

価
値
又
は
Ｂ
測
定
若
し
く
は
Ｄ
測
定
の
測
定
値
（
二
以
上
の
測
定
点
に
お
い
て
Ｂ
測
定
を
行
っ
た
場
合
又
は
二
以
上
の
者

に
対
し
て
Ｄ
測
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
測
定
値
の
う
ち
の
最
大
の
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値
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三

前
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
を
行
っ
た
場
合

当
該
測
定
に
お
け
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
値
の
う

ち
最
大
の
値

４

有
機
溶
剤
を
二
種
類
以
上
含
有
す
る
混
合
物
に
係
る
単
位
作
業
場
所
に
お
い
て
は
、
評
価
基
準
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
て
得
た
換
算
値
を
測
定
値
と
み
な
し
て
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
項
の
管
理
濃
度
に
相
当
す
る
値
は
、
一
と
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
指
定
防
護
係
数
は
、
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
た
作
業
に
お
け

る
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
及
び
内
側
の
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
又
は
そ
れ
と
同
等
の
測
定
の
結
果
に
よ
り
得
ら
れ
た

当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る
防
護
係
数
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
防
護
係
数
を
上
回
る
こ
と
を
当
該
呼
吸
用
保
護
具

の
製
造
者
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
が
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保

護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

呼
吸
用
保
護
具
は
、
ガ
ス
状
の
有
機
溶
剤
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
は
、
当
該
有
機
溶
剤
の
種
類
に

応
じ
、
十
分
な
除
毒
能
力
を
有
す
る
吸
収
缶
を
備
え
た
防
毒
マ
ス
ク
又
は
別
表
第
四
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
で
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
吸
収
缶
は
、
使
用
時
間
の
経
過
に
よ
り
破
過
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
条

有
機
則
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
は
、
同
項
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護

具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
八
一
五
〇
（
呼
吸
用
保
護
具
の

選
択
、
使
用
及
び
保
守
管
理
方
法
）
に
定
め
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
り
当
該
労
働
者
の
顔
面
と
当
該
呼
吸
用

保
護
具
の
面
体
と
の
密
着
の
程
度
を
示
す
係
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
フ
ィ
ッ
ト
フ
ァ
ク
タ
」
と
い
う
。
）
を
求
め
、

当
該
フ
ィ
ッ
ト
フ
ァ
ク
タ
が
要
求
フ
ィ
ッ
ト
フ
ァ
ク
タ
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
と
す
る
。

２

フ
ィ
ッ
ト
フ
ァ
ク
タ
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

o
u
t

Ｃ

＝

Ｆ
Ｆ

Ｃ
i
n

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ＦＦ

outＣ

inＣ

フ
ィ
ッ
ト
フ
ァ
ク
タ

ＦＦ

呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
の
測
定
対
象
物
の
濃
度

outＣ
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呼
吸
用
保
護
具
の
内
側
の
測
定
対
象
物
の
濃
度

inＣ

３

第
一
項
の
要
求
フ
ィ
ッ
ト
フ
ァ
ク
タ
は
、
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。

一

全
面
形
面
体
を
有
す
る
呼
吸
用
保
護
具

五
〇
〇

二

半
面
形
面
体
を
有
す
る
呼
吸
用
保
護
具

一
〇
〇

（
鉛
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
）

第
四
条

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
鉛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
三
の
二

第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
は
、
測
定
基
準
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
十
条

第
五
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鉛
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
鉛
則
第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
柱
書
に
規
定
す
る
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気
中
の
鉛
の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
に
最
も

適
切
な
部
位
に
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二

前
号
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
機
器
の
装
着
は
、
同
号
の
作
業
の
う
ち
労
働
者
に
ば
く
露
さ
れ
る
鉛
の
量
が
ほ
ぼ
均
一

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
作
業
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
適
切
な
数
（
二
以
上
に
限
る
。
）
の
労
働
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
一
の
労
働
者
に
対
し
て
、
必
要
最
小
限
の
間
隔
を
お
い
た
二
以
上
の
作
業
日
に
お
い
て

試
料
採
取
機
器
を
装
着
す
る
方
法
に
よ
り
試
料
空
気
の
採
取
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

試
料
空
気
の
採
取
の
時
間
は
、
当
該
採
取
を
行
う
作
業
日
ご
と
に
、
労
働
者
が
第
一
号
の
作
業
に
従
事
す
る
全
時
間
と

す
る
こ
と
。

３

前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
測
定
は
、
ろ
過
捕
集
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及

び
吸
光
光
度
分
析
方
法
若
し
く
は
原
子
吸
光
分
析
方
法
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
分
析
方
法
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

鉛
則
第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
は
、
要
求
防
護
係
数
を
上
回
る
指
定
防
護

係
数
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
要
求
防
護
係
数
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ

＝

Ｐ
Ｆ

ｒ
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Ｃ
0

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｃ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｒＰＦ

0Ｃ

要
求
防
護
係
数

ｒＰＦＣ

鉛
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値

〇
・
〇
五

／

ｍ
３

0Ｃ

ｍｇ

３

前
項
の
鉛
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
値
と
す
る
。

一

Ｃ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。
）

空
気
中
の
鉛
の
濃
度
の
第
一
評
価
値

二

Ｃ
測
定
及
び
Ｄ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
五
号
及
び
第
六

号
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

空
気
中
の
鉛
の
濃
度
の
第
一

評
価
値
又
は
Ｄ
測
定
の
測
定
値
（
二
以
上
の
者
に
対
し
て
Ｄ
測
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
測
定
値
の
う
ち
の
最
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大
の
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

三

前
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
を
行
っ
た
場
合

当
該
測
定
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
の
測
定
値
の
う
ち
最
大

の
値

４

第
一
項
の
指
定
防
護
係
数
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
た
作

業
に
お
け
る
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
及
び
内
側
の
鉛
の
濃
度
の
測
定
又
は
そ
れ
と
同
等
の
測
定
の
結
果
に
よ
り
得
ら
れ

た
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る
防
護
係
数
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
防
護
係
数
を
上
回
る
こ
と
を
当
該
呼
吸
用
保
護

具
の
製
造
者
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
が
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用

保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

第
三
条
の
規
定
は
、
鉛
則
第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
）

第
七
条

特
化
則
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
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ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
別
表
第
三
第
一
号
６
又
は
同
表
第
二
号
９
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

、

、

、

の
２
若
し
く
は

11

13

13

19

21

22

23

27

33

に
掲
げ
る
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
低
管
理
濃
度
特
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
濃
度
の
測
定

測
定
基
準

第
十
条
第
五
項
各
号
に
定
め
る
方
法

二

令
別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
３
の
３
か
ら
７
ま
で
、
８

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

の
２
ま
で
若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
（
以
下
第
八
条

11

13

25

27

31

33

36

に
お
い
て
「
特
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
も
の
の
濃
度
の
測
定

測
定
基
準
第

十
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
方
法

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
低
管
理
濃
度
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
特
化
則
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
柱
書
に
規
定
す
る
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所

に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気
中
の
特
定
低
管
理
濃
度
特
定
化
学
物
質
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の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
機
器
の
装
着
は
、
同
号
の
作
業
の
う
ち
労
働
者
に
ば
く
露
さ
れ
る
特
定
低
管
理
濃
度
特

定
化
学
物
質
の
量
が
ほ
ぼ
均
一
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
作
業
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
適
切
な
数
（
二
以
上
に
限
る
。
）
の

労
働
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
一
の
労
働
者
に
対
し
て
、
必
要
最
小
限
の
間
隔
を
お
い

た
二
以
上
の
作
業
日
に
お
い
て
試
料
採
取
機
器
を
装
着
す
る
方
法
に
よ
り
試
料
空
気
の
採
取
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

三

試
料
空
気
の
採
取
の
時
間
は
、
当
該
採
取
を
行
う
作
業
日
ご
と
に
、
労
働
者
が
第
一
号
の
作
業
に
従
事
す
る
全
時
間
と

す
る
こ
と
。

３

前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
測
定
は
、
測
定
基
準
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
試
料
採
取
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
分

析
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
分
析
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

特
化
則
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
（
第
五
項
に
お
い
て
単
に
「
呼
吸
用
保

護
具
」
と
い
う
。
）
は
、
要
求
防
護
係
数
を
上
回
る
指
定
防
護
係
数
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
要
求
防
護
係
数
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ

＝

Ｐ
Ｆ

ｒ

Ｃ
0

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｃ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｒＰＦ

0Ｃ

要
求
防
護
係
数

ｒＰＦＣ

特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値

評
価
基
準
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
管
理
濃
度

0Ｃ

３

前
項
の
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
値
と
す
る
。

一

Ｃ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
又
は
Ａ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
測
定
基
準
第
二
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
（
次
号
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

空
気
中
の
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
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二

Ｃ
測
定
及
び
Ｄ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
又
は
Ａ
測
定
及
び
Ｂ
測
定
（
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

行
っ
た
場
合

空
気
中
の
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
又
は
Ｂ
測
定
若
し
く
は
Ｄ
測
定
の
測
定
値
（
二
以
上
の

測
定
点
に
お
い
て
Ｂ
測
定
を
行
っ
た
場
合
又
は
二
以
上
の
者
に
対
し
て
Ｄ
測
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
測
定
値

の
う
ち
の
最
大
の
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

三

前
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
を
行
っ
た
場
合

当
該
測
定
に
お
け
る
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
値

の
う
ち
最
大
の
値

４

第
一
項
の
指
定
防
護
係
数
は
、
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
た
作
業
に
お
け

る
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
及
び
内
側
の
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
又
は
そ
れ
と
同
等
の
測
定
の
結
果
に
よ
り
得
ら

れ
た
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る
防
護
係
数
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
防
護
係
数
を
上
回
る
こ
と
を
当
該
呼
吸
用
保
護

具
の
製
造
者
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
が
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
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用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

呼
吸
用
保
護
具
は
、
ガ
ス
状
の
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
化
学
物
質

の
種
類
に
応
じ
、
十
分
な
除
毒
能
力
を
有
す
る
吸
収
缶
を
備
え
た
防
毒
マ
ス
ク
又
は
別
表
第
四
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
項
の
吸
収
缶
は
、
使
用
時
間
の
経
過
に
よ
り
破
過
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

第
三
条
の
規
定
は
、
特
化
則
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
）

第
十
条

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の

三
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
は
、
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
粉
じ
ん
則
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
柱
書
に
規
定
す
る
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
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所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
す
る
た

め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
機
器
の
装
着
は
、
同
号
の
作
業
の
う
ち
労
働
者
に
ば
く
露
さ
れ
る
粉
じ
ん
の
量
が
ほ
ぼ

均
一
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
作
業
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
適
切
な
数
（
二
以
上
に
限
る
。
）
の
労
働
者
に
対
し
て
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
一
の
労
働
者
に
対
し
て
、
必
要
最
小
限
の
間
隔
を
お
い
た
二
以
上
の
作
業
日
に
お

い
て
試
料
採
取
機
器
を
装
着
す
る
方
法
に
よ
り
試
料
空
気
の
採
取
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

試
料
空
気
の
採
取
の
時
間
は
、
当
該
採
取
を
行
う
作
業
日
ご
と
に
、
労
働
者
が
第
一
号
の
作
業
に
従
事
す
る
全
時
間
と

す
る
こ
と
。

四

粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
粉
じ
ん
則
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
に
よ
り
、
一
年
以
内
ご
と
に

一
回
、
定
期
に
較
正
を
受
け
た
測
定
機
器
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

測
定
基
準
第
二
条
第
二
項
の
要
件
に
該
当
す
る
分
粒
装
置
を
用
い
る
ろ
過
捕
集
方
法
及
び
重
量
分
析
方
法
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ロ

相
対
濃
度
指
示
方
法
（
一
以
上
の
試
料
空
気
の
採
取
に
お
い
て
イ
に
掲
げ
る
方
法
を
同
時
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
数
値
又
は
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
示
す
数
値
を
質
量
濃
度
変
換
係
数
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）

３

前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
測
定
の
う
ち
土
石
、
岩
石
又
は
鉱
物
の
粉
じ
ん
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
の
測
定

は
、
エ
ッ
ク
ス
線
回
折
分
析
方
法
又
は
重
量
分
析
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

粉
じ
ん
則
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
は
、
要
求
防
護
係
数
を
上
回
る
指

定
防
護
係
数
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
要
求
防
護
係
数
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ

＝

Ｐ
Ｆ

ｒ

Ｃ
0

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｃ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｒＰＦ

0Ｃ

要
求
防
護
係
数

ｒＰＦＣ

粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値
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三
・
〇
／
（
一
・
一
九
Ｑ
＋
一
）
（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｑ
は
、
当
該
粉
じ
ん
の
遊
離
け
い
酸
含
有
率
（
単
位

0Ｃ
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
）

３

前
項
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
得
ら
れ
た
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
値
と
す
る
。

一

Ａ
測
定
（
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の
第
一
評
価
値

二

Ａ
測
定
及
び
Ｂ
測
定
（
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
又
は
Ｂ
測
定
の
測
定
値
（
二
以
上
の
測
定
点

に
お
い
て
Ｂ
測
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
測
定
値
の
う
ち
の
最
大
の
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

三

前
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
を
行
っ
た
場
合

当
該
測
定
に
お
け
る
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
値
の
う
ち

最
大
の
値

４

第
一
項
の
指
定
防
護
係
数
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
た
作
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業
に
お
け
る
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
及
び
内
側
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
又
は
そ
れ
と
同
等
の
測
定
の
結
果
に
よ
り
得

ら
れ
た
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る
防
護
係
数
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
防
護
係
数
を
上
回
る
こ
と
を
当
該
呼
吸
用

保
護
具
の
製
造
者
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
が
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼

吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

第
三
条
の
規
定
は
、
粉
じ
ん
則
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

防
じ
ん
マ
ス
ク
の
種
類

指
定
防
護
係
数

取
替
え
式

全
面
形
面
体

Ｒ
Ｓ
三
又
は
Ｒ
Ｌ
三

五
〇

Ｒ
Ｓ
二
又
は
Ｒ
Ｌ
二

一
四

Ｒ
Ｓ
一
又
は
Ｒ
Ｌ
一

四

半
面
形
面
体

Ｒ
Ｓ
三
又
は
Ｒ
Ｌ
三

一
〇

Ｒ
Ｓ
二
又
は
Ｒ
Ｌ
二

一
〇
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Ｒ
Ｓ
一
又
は
Ｒ
Ｌ
一

四

使
い
捨
て
式

Ｄ
Ｓ
三
又
は
Ｄ
Ｌ
三

一
〇

Ｄ
Ｓ
二
又
は
Ｄ
Ｌ
二

一
〇

Ｄ
Ｓ
一
又
は
Ｄ
Ｌ
一

四

備
考

Ｒ
Ｓ
一
、
Ｒ
Ｓ
二
、
Ｒ
Ｓ
三
、
Ｒ
Ｌ
一
、
Ｒ
Ｌ
二
、
Ｒ
Ｌ
三
、
Ｄ
Ｓ
一
、
Ｄ
Ｓ
二
、
Ｄ
Ｓ
三
、
Ｄ
Ｌ
一
、
Ｄ
Ｌ

二
及
び
Ｄ
Ｌ
三
は
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
の
規
格
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
区
分
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
二
条
及
び
第
八
条
関
係
）

防
毒
マ
ス
ク
の
種
類

指
定
防
護
係
数

全
面
形
面
体

五
〇

半
面
形
面
体

一
〇

別
表
第
三
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類

指
定
防
護
係
数
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全
面
形
面
体

Ｓ
級

Ｐ
Ｓ
三
又
は
Ｐ
Ｌ
三

一
、
〇
〇
〇

Ａ
級

Ｐ
Ｓ
二
又
は
Ｐ
Ｌ
二

九
〇

Ａ
級
又
は
Ｂ
級

Ｐ
Ｓ
一
又
は
Ｐ
Ｌ
一

一
九

半
面
形
面
体

Ｓ
級

Ｐ
Ｓ
三
又
は
Ｐ
Ｌ
三

五
〇

Ａ
級

Ｐ
Ｓ
二
又
は
Ｐ
Ｌ
二

三
三

Ａ
級
又
は
Ｂ
級

Ｐ
Ｓ
一
又
は
Ｐ
Ｌ
一

一
四

フ
ー
ド
形
又
は

Ｓ
級

Ｐ
Ｓ
三
又
は
Ｐ
Ｌ
三

二
五

フ
ェ
イ
ス
シ
ー

Ａ
級

二
〇

ル
ド
形

Ｓ
級
又
は
Ａ
級

Ｐ
Ｓ
二
又
は
Ｐ
Ｌ
二

二
〇

Ｓ
級
、
Ａ
級
又
は
Ｂ
級

Ｐ
Ｓ
一
又
は
Ｐ
Ｌ
一

一
一

備
考

Ｓ
級
、
Ａ
級
及
び
Ｂ
級
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
規
格
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

四
百
五
十
五
号
）
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
（
別
表
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。
Ｐ
Ｓ
一
、

Ｐ
Ｓ
二
、
Ｐ
Ｓ
三
、
Ｐ
Ｌ
一
、
Ｐ
Ｌ
二
及
び
Ｐ
Ｌ
三
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
（
別
表
第
五
に
お
い
て
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同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
四
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

そ
の
他
の
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類

指
定
防
護
係
数

循
環
式
呼
吸
器

全
面
形
面
体

圧
縮
酸
素
形
か
つ
陽
圧
形

一
〇
、
〇
〇
〇

圧
縮
酸
素
形
か
つ
陰
圧
形

五
〇

酸
素
発
生
形

五
〇

半
面
形
面
体

圧
縮
酸
素
形
か
つ
陽
圧
形

五
〇

圧
縮
酸
素
形
か
つ
陰
圧
形

一
〇

酸
素
発
生
形

一
〇

空
気
呼
吸
器

全
面
形
面
体

プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
形

一
〇
、
〇
〇
〇

デ
マ
ン
ド
形

五
〇

半
面
形
面
体

プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
形

五
〇
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デ
マ
ン
ド
形

一
〇

エ
ア
ラ
イ
ン
マ
ス
ク

全
面
形
面
体

プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
形

一
、
〇
〇
〇

デ
マ
ン
ド
形

五
〇

一
定
流
量
形

一
、
〇
〇
〇

半
面
形
面
体

プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
形

五
〇

デ
マ
ン
ド
形

一
〇

一
定
流
量
形

五
〇

フ
ー
ド
形
又
は
フ
ェ

一
定
流
量
形

二
五

イ
ス
シ
ー
ル
ド
形

ホ
ー
ス
マ
ス
ク

全
面
形
面
体

電
動
送
風
機
形

一
、
〇
〇
〇

手
動
送
風
機
形
又
は
肺
力
吸
引
形

五
〇

半
面
形
面
体

電
動
送
風
機
形

五
〇

手
動
送
風
機
形
又
は
肺
力
吸
引
形

一
〇
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フ
ー
ド
形
又
は
フ
ェ

電
動
送
風
機
形

二
五

イ
ス
シ
ー
ル
ド
形

別
表
第
五
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

呼
吸
用
保
護
具
の
種
類

指
定
防
護
係
数

半
面
形
面
体
を
有
す
る
電
動

Ｓ
級
か
つ
Ｐ
Ｓ
三
又
は
Ｐ
Ｌ
三

三
〇
〇

フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

フ
ー
ド
形
の
電
動
フ
ァ
ン
付

一
、
〇
〇
〇

き
呼
吸
用
保
護
具

フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
形
の
電

三
〇
〇

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具フ
ー
ド
形
の
エ
ア
ラ
イ
ン
マ

一
定
流
量
形

一
、
〇
〇
〇

ス
ク


